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昭和35年 4月 公衆衛生課内に設置された細菌検査所及び衛生検査室を統合し、

  富山市大手町に富山県衛生研究所として発足

昭和36年 4月 ウイルス血清課、細菌課、食品衛生課、生活環境課、庶務係の4課1係制となる

昭和37年 11月 庁舎を増築 

昭和39年 10月 公害調査課を新設し、ウイルス病理課、細菌課、食品衛生課、生活環境課、庶務課の6課制となる

昭和44年 4月 病理生化学部、微生物部、食品科学部、公害調査部、庶務課の4部1課制となる

昭和46年 4月 公害調査部が公害センター（現 環境科学センター）に移管され、病理部（がん研究部）、

  ウイルス部、細菌部、化学部、環境保健部、庶務課（現 総務課）の5部1課制となる

昭和57年 6月 射水郡小杉町中太閤山（現 射水市中太閤山）に移転

平成12年 7月 富山県感染症情報センターを開設

令和 2 年 4月 がん研究部と環境保健部を統合し、研究企画部を設置

富山県衛生研究所

小杉インターチェンジから 車で 約10分
富山西インターチェンジから 車で 約15分
富山空港から 車で 約30分

富山県衛生研究所

健康とくらしの安全を科学する。

T O Y A M A  I N S T I T U T E  O F  H E A L T H

沿　  革

2020.6

細菌部　細菌等による感染症・食中毒から県民を守ります

　細菌部では、感染症・食中毒の原因となる病原細菌を対象に、人の検体、食品、飲料水、環境水等の検
査や調査・研究を行っています。食中毒が発生した場合には、感染源、感染経路など原因究明のための検
査をしています。

　
感染症や食中毒の原因究明のための検査
　感染症や食中毒が発生した際に、患者の便や喀痰、感染源が疑われる食品、水、環境などから分離される菌につい
て、遺伝子検査等により関連性を調べます。

食品、飲料水等の細菌検査
　食品、飲料水などの細菌検査を行い、食品衛生法や水道法の基準を満
たしているかを調べています。また、食品などについて依頼や苦情が
あった場合も、関係機関と連携して検査しています。

病原細菌に関する調査研究
　感染症の発生予測や発生予防に役立てるため、人、食品、環境中の病原
細菌の分布状況、病原性や抗原性の変異などについて調査しています。対
象となる病原細菌は、腸管出血性大腸菌、サルモネラ属菌、カンピロバク
ター、レジオネラ属菌、結核菌、薬剤耐性菌や寄生虫などです。

腸管出血性大腸菌の電子顕微鏡写真
（10μm＝1/100mm）

50μm

化学部　化学物質による健康被害の発生予防や拡大防止に役立っています

　化学部では、生活環境の安全性を確認するため、有害となる化学物質の検査や調査・研究を行っています。

食品、飲料水などの検査
・「富山県食品衛生監視指導計画」に基づき、県内に流通している食品
や農産物について、残留農薬、成分規格、食品添加物等の検査を行っ
ています。また、食物アレルギーの原因物質の確認検査を行ってい
ます。

・自然毒（フグ毒、貝毒等）や化学物質（農薬、ヒスタミン等）によ
るとみられる食中毒が発生した場合、原因物質究明の検査を行って
います。

・「富山県水道水質管理計画」に基づき、水道水源の水質監視のため
の検査を行っています。また、県内で飲用されている「とやまの名水」
やゴルフ場周辺の飲用井戸の水質調査を行っています。

・温泉成分の分析および県内の温泉資源保護のための調査を行っています。
・衣料品や住宅用洗浄剤などの家庭用品中の有害物質の検査を行っています。

検査法の開発、改良などの研究
・よりよい検査法を確立するため、現在使用している検査法の改良や新たな検査方法の開発を行っています。
・検査の信頼性を確保するため、食品、飲料水検査方法の性能評価を行っています。
・化学物質や病原性微生物を現場で測定可能とするポータブル型分析装置の開発を行っています。

農薬等の分析に用いる GC ／ MS
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富山県感染症情報センター　感染症の発生状況をお知らせします

関係機関との連携体制

｢今、県内ではどんな感染症が流行しているの？」「今
シーズン、インフルエンザは何型が流行っている？」
「感染症にかからないようにするにはどうしたらい
い？」…こんな情報を知りたいと思ったことはありま
せんか？
富山県は、「感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律」に基づき、国と連携して 100
種類以上の感染症の発生動向を常に把握しています。
県内医療機関から厚生センター・保健所に報告され
た感染症の情報は、オンラインで県と国に報告され、
そして全国の感染症の発生動向として情報提供され
ます。
富山県感染症情報センターでは、県内の感染症の
発生状況をリアルタイムに解析し、ホームページやメー
リングリストを利用して「週報」として情報提供して
います。
感染症の予防に関する情報についてもわかりやすく
解説しています。ホームページは「富山県感染症情報
センター」で検索して下さい。

感染症の
発生状況をいち早く

お知らせします

試験検査
・感染症の拡大防止、食中毒の原因究明のための

病原微生物の検査
・食品、飲料水等の検査
・温泉成分等の検査
・染色体検査、新生児先天性代謝異常等の検査
・イタイイタイ病が発生した地域の住民健康調査

調査・研究
・感染症の発生動向と予防（インフルエンザ、結核など）
・食中毒防止対策（O157、ノロウイルスなど）
・くらしの安全（レジオネラ属菌、衛生動物など）
・食品の安全（残留農薬、食品添加物など )
・母子保健対策（先天性代謝異常、染色体異常）
・健康増進と疾病予防
　（生活習慣病等の予防、環境汚染物質の影響調査など）

研修・技術指導
・厚生センター職員等に対する技術研修
・水道水質検査機関及び食品衛生検査施設を対象

とした外部精度管理調査１）の実施
・食品衛生検査施設に対する GLP 2）指導
・海外研修生の受入れ　　など

公衆衛生情報の収集・提供
・富山県感染症情報センターの運営
・「とやま衛生研究所だより」の発行
・ホームページによる公衆衛生情報の提供

1)　同一の試料を複数の試験検査機関で測定し、その測定結果を比較することにより測定値の正確性を評価するもの
2)　食品等の試験検査の信頼性を確保するため、食品衛生検査施設が守らなければならない基準

総　務　課 予算、出納、庁舎等の管理

研究企画部
研究、研修及び技術指導の企画調整
先天性代謝異常及び染色体異常に関する検査、調査・研究
環境変化が人の健康に及ぼす影響の調査・研究

ウイルス部
ウイルス、リケッチア感染症等の検査、調査・研究
感染症流行予測調査、衛生動物の検査及び調査・研究
感染性胃腸炎等集団発生の原因究明のための検査

細　菌　部
細菌による感染症、食中毒の原因究明のための検査
食品、飲料水等の細菌検査
病原細菌の生態に関する調査・研究

化　学　部
食品、飲料水等の理化学的検査
温泉成分の検査
上記検査に付随する調査・研究　　

衛生研究所

感染症情報センター

感染症の発生動向の把握と
情報提供

衛生研究所は、県民の皆さんの生命と健康を守り、

くらしの安全を確保するための「地域の科学的・技術的中核機関」として、

試験検査、調査・研究、研修・技術指導及び

公衆衛生情報の収集・提供の業務を行っています。

神通川流域住民健康調査

研究企画部　疾病の検査や公衆衛生情報の収集・解析・発信により、県民の健康を守ります

　研究企画部は、令和２年４月に、がん研究部と環境保健部を統
合して設置されました。これまで両部で実施してきた試験検査、調
査研究に加えて、研究所全体にわたる研究や技術指導の企画調
整、研究成果の広報、健康危機管理情報の収集・評価・提供等を実
施しています。

新生児先天性代謝異常検査・染色体検査
　新生児の先天的な代謝異常症・内分泌疾患を早期に発見し、障害発生
を未然に防止するための検査を行っています。　
　不妊症の方の血液や不育症流産検体の染色体を検査し、その原因の解
明に努めています。
　さらに、これらの検査法の開発・改良などにも取り組んでいます。

神通川流域カドミウム汚染地域住民健康調査
　昭和42年から毎年、イタイイタイ病が多発した神通川流域に居住する
住民の健康調査を行っています。尿や血液検査を行うとともに、調査デー
タを管理しています。

新生児の踵からの採血

ウイルス部　感染症の原因ウイルスを究明し、県民の健康を守ります

　ウイルス部では、感染症を引き起こすウイルスを対象に、検査や調査・研究を行っています。また、蚊
やダニなどの節足動物が媒介する病原体についても検査を行っています。

ウイルス・リケッチア検査
　県内の医療機関や厚生センター・保健所から依頼を受けて、患者さんの血液や便などを検査し、原因ウイルスやリケッ
チアを調べています。新型コロナウイルス、インフルエンザウイルス、麻疹ウイルス、風疹ウイルス、エンテロウイルス、
ノロウイルス、デングウイルス、つつが虫病・日本紅斑熱リケッチアなどを対象としています。

食中毒の原因ウイルス検査
　食中毒の発生時には、患者さんなどの便について検査を行っています。原因ウイルスや感染経路を特定することで、
感染拡大の防止に役立てています。

ウイルス感染症の流行状況と抗体保有に関する調査
　県民のウイルスに対する抗体保有状況や、人やウイルスを媒介する動物の
感染状況を調査しています。そして、感染症の流行予測と予防接種の効果的
な運用に役立てています。

衛生動物に関する調査研究
　病原体を媒介する蚊やダニなどの生息状況や病原体の保有状況を調査して
います。そして、節足動物媒介性感染症の予防対策に役立てています。

ノロウイルス

ノロウイルスの電子顕微鏡写真
（100nm＝1/10000 mm）

100nm

衛生研究所
連携・情報の収集

検体の提供・共同研究等共同研究等

検体・患者情報の
提供 検査結果 検体搬入等

適切な医療・情報の提供

検査結果・情報の提供

検体・患者情報の提供

情報の提供

国立感染症研究所

国立試験研究機関

県　民

全国地方衛生研究所

大学等試験研究機関

厚生労働省

国内・海外の学会等

厚生センター（保健所）県内医療機関

市町村

県関係課

科学的データの提供・情報の発信
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を未然に防止するための検査を行っています。　
　不妊症の方の血液や不育症流産検体の染色体を検査し、その原因の解
明に努めています。
　さらに、これらの検査法の開発・改良などにも取り組んでいます。

神通川流域カドミウム汚染地域住民健康調査
　昭和42年から毎年、イタイイタイ病が多発した神通川流域に居住する
住民の健康調査を行っています。尿や血液検査を行うとともに、調査デー
タを管理しています。

新生児の踵からの採血

ウイルス部　感染症の原因ウイルスを究明し、県民の健康を守ります

　ウイルス部では、感染症を引き起こすウイルスを対象に、検査や調査・研究を行っています。また、蚊
やダニなどの節足動物が媒介する病原体についても検査を行っています。

ウイルス・リケッチア検査
　県内の医療機関や厚生センター・保健所から依頼を受けて、患者さんの血液や便などを検査し、原因ウイルスやリケッ
チアを調べています。新型コロナウイルス、インフルエンザウイルス、麻疹ウイルス、風疹ウイルス、エンテロウイルス、
ノロウイルス、デングウイルス、つつが虫病・日本紅斑熱リケッチアなどを対象としています。

食中毒の原因ウイルス検査
　食中毒の発生時には、患者さんなどの便について検査を行っています。原因ウイルスや感染経路を特定することで、
感染拡大の防止に役立てています。

ウイルス感染症の流行状況と抗体保有に関する調査
　県民のウイルスに対する抗体保有状況や、人やウイルスを媒介する動物の
感染状況を調査しています。そして、感染症の流行予測と予防接種の効果的
な運用に役立てています。

衛生動物に関する調査研究
　病原体を媒介する蚊やダニなどの生息状況や病原体の保有状況を調査して
います。そして、節足動物媒介性感染症の予防対策に役立てています。

ノロウイルス

ノロウイルスの電子顕微鏡写真
（100nm＝1/10000 mm）

100nm

衛生研究所
連携・情報の収集

検体の提供・共同研究等共同研究等

検体・患者情報の
提供 検査結果 検体搬入等

適切な医療・情報の提供

検査結果・情報の提供

検体・患者情報の提供

情報の提供

国立感染症研究所

国立試験研究機関

県　民

全国地方衛生研究所

大学等試験研究機関

厚生労働省

国内・海外の学会等

厚生センター（保健所）県内医療機関

市町村

県関係課

科学的データの提供・情報の発信



組  　織

富山県感染症情報センター　感染症の発生状況をお知らせします

関係機関との連携体制

｢今、県内ではどんな感染症が流行しているの？」「今
シーズン、インフルエンザは何型が流行っている？」
「感染症にかからないようにするにはどうしたらい
い？」…こんな情報を知りたいと思ったことはありま
せんか？
富山県は、「感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律」に基づき、国と連携して 100
種類以上の感染症の発生動向を常に把握しています。
県内医療機関から厚生センター・保健所に報告され
た感染症の情報は、オンラインで県と国に報告され、
そして全国の感染症の発生動向として情報提供され
ます。
富山県感染症情報センターでは、県内の感染症の
発生状況をリアルタイムに解析し、ホームページやメー
リングリストを利用して「週報」として情報提供して
います。
感染症の予防に関する情報についてもわかりやすく
解説しています。ホームページは「富山県感染症情報
センター」で検索して下さい。

感染症の
発生状況をいち早く

お知らせします

試験検査
・感染症の拡大防止、食中毒の原因究明のための

病原微生物の検査
・食品、飲料水等の検査
・温泉成分等の検査
・染色体検査、新生児先天性代謝異常等の検査
・イタイイタイ病が発生した地域の住民健康調査

調査・研究
・感染症の発生動向と予防（インフルエンザ、結核など）
・食中毒防止対策（O157、ノロウイルスなど）
・くらしの安全（レジオネラ属菌、衛生動物など）
・食品の安全（残留農薬、食品添加物など )
・母子保健対策（先天性代謝異常、染色体異常）
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とした外部精度管理調査１）の実施
・食品衛生検査施設に対する GLP 2）指導
・海外研修生の受入れ　　など

公衆衛生情報の収集・提供
・富山県感染症情報センターの運営
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・ホームページによる公衆衛生情報の提供
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2)　食品等の試験検査の信頼性を確保するため、食品衛生検査施設が守らなければならない基準

総　務　課 予算、出納、庁舎等の管理
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ウイルス部
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感染症流行予測調査、衛生動物の検査及び調査・研究
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細菌による感染症、食中毒の原因究明のための検査
食品、飲料水等の細菌検査
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温泉成分の検査
上記検査に付随する調査・研究　　
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感染症情報センター

感染症の発生動向の把握と
情報提供

衛生研究所は、県民の皆さんの生命と健康を守り、
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神通川流域住民健康調査
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査研究に加えて、研究所全体にわたる研究や技術指導の企画調
整、研究成果の広報、健康危機管理情報の収集・評価・提供等を実
施しています。

新生児先天性代謝異常検査・染色体検査
　新生児の先天的な代謝異常症・内分泌疾患を早期に発見し、障害発生
を未然に防止するための検査を行っています。　
　不妊症の方の血液や不育症流産検体の染色体を検査し、その原因の解
明に努めています。
　さらに、これらの検査法の開発・改良などにも取り組んでいます。
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　昭和42年から毎年、イタイイタイ病が多発した神通川流域に居住する
住民の健康調査を行っています。尿や血液検査を行うとともに、調査デー
タを管理しています。

新生児の踵からの採血

ウイルス部　感染症の原因ウイルスを究明し、県民の健康を守ります

　ウイルス部では、感染症を引き起こすウイルスを対象に、検査や調査・研究を行っています。また、蚊
やダニなどの節足動物が媒介する病原体についても検査を行っています。

ウイルス・リケッチア検査
　県内の医療機関や厚生センター・保健所から依頼を受けて、患者さんの血液や便などを検査し、原因ウイルスやリケッ
チアを調べています。新型コロナウイルス、インフルエンザウイルス、麻疹ウイルス、風疹ウイルス、エンテロウイルス、
ノロウイルス、デングウイルス、つつが虫病・日本紅斑熱リケッチアなどを対象としています。

食中毒の原因ウイルス検査
　食中毒の発生時には、患者さんなどの便について検査を行っています。原因ウイルスや感染経路を特定することで、
感染拡大の防止に役立てています。

ウイルス感染症の流行状況と抗体保有に関する調査
　県民のウイルスに対する抗体保有状況や、人やウイルスを媒介する動物の
感染状況を調査しています。そして、感染症の流行予測と予防接種の効果的
な運用に役立てています。

衛生動物に関する調査研究
　病原体を媒介する蚊やダニなどの生息状況や病原体の保有状況を調査して
います。そして、節足動物媒介性感染症の予防対策に役立てています。

ノロウイルス

ノロウイルスの電子顕微鏡写真
（100nm＝1/10000 mm）

100nm

衛生研究所
連携・情報の収集

検体の提供・共同研究等共同研究等

検体・患者情報の
提供 検査結果 検体搬入等

適切な医療・情報の提供

検査結果・情報の提供

検体・患者情報の提供

情報の提供

国立感染症研究所

国立試験研究機関

県　民

全国地方衛生研究所

大学等試験研究機関

厚生労働省

国内・海外の学会等

厚生センター（保健所）県内医療機関

市町村

県関係課

科学的データの提供・情報の発信



環境科学センター

衛生研究所

管理棟入口

入口

至 県民公園
太閤山ランド

小
杉
駅
南
線

至 あいの風とやま鉄道 小杉駅

薬事総合研究開発センター

製剤開発支援センター

創薬研究
開発センター

玄関

交通案内 あいの風とやま鉄道 小杉駅から 車で 約7分
ＪＲ富山駅から 車で 約30分
JR高岡駅から 車で 約25分

富 山 県 衛 生 研 究 所
〒939-0363 富山県射水市中太閤山17-1  TEL 0766-56-5506　FAX 0766-56-7326

ホームページ　http://www.pref.toyama.jp/branches/1279/1279.htm

北 陸 自 動 車 道

472472472
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小杉駅
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●富山県立大学

●県民公園 太閤山ランド

県道富山高岡線県道富山高岡線

県道富山戸出小矢部線県道富山戸出小矢部線県道富山戸出小矢部線

県道串田新・黒河線県道串田新・黒河線

至 高岡

小杉IC

あいの風とやま鉄道

昭和35年 4月 公衆衛生課内に設置された細菌検査所及び衛生検査室を統合し、

  富山市大手町に富山県衛生研究所として発足

昭和36年 4月 ウイルス血清課、細菌課、食品衛生課、生活環境課、庶務係の4課1係制となる

昭和37年 11月 庁舎を増築 

昭和39年 10月 公害調査課を新設し、ウイルス病理課、細菌課、食品衛生課、生活環境課、庶務課の6課制となる

昭和44年 4月 病理生化学部、微生物部、食品科学部、公害調査部、庶務課の4部1課制となる

昭和46年 4月 公害調査部が公害センター（現 環境科学センター）に移管され、病理部（がん研究部）、

  ウイルス部、細菌部、化学部、環境保健部、庶務課（現 総務課）の5部1課制となる

昭和57年 6月 射水郡小杉町中太閤山（現 射水市中太閤山）に移転

平成12年 7月 富山県感染症情報センターを開設

令和 2 年 4月 がん研究部と環境保健部を統合し、研究企画部を設置

富山県衛生研究所

小杉インターチェンジから 車で 約10分
富山西インターチェンジから 車で 約15分
富山空港から 車で 約30分

富山県衛生研究所

健康とくらしの安全を科学する。

T O Y A M A  I N S T I T U T E  O F  H E A L T H

沿　  革

2020.6

細菌部　細菌等による感染症・食中毒から県民を守ります

　細菌部では、感染症・食中毒の原因となる病原細菌を対象に、人の検体、食品、飲料水、環境水等の検
査や調査・研究を行っています。食中毒が発生した場合には、感染源、感染経路など原因究明のための検
査をしています。

　
感染症や食中毒の原因究明のための検査
　感染症や食中毒が発生した際に、患者の便や喀痰、感染源が疑われる食品、水、環境などから分離される菌につい
て、遺伝子検査等により関連性を調べます。

食品、飲料水等の細菌検査
　食品、飲料水などの細菌検査を行い、食品衛生法や水道法の基準を満
たしているかを調べています。また、食品などについて依頼や苦情が
あった場合も、関係機関と連携して検査しています。

病原細菌に関する調査研究
　感染症の発生予測や発生予防に役立てるため、人、食品、環境中の病原
細菌の分布状況、病原性や抗原性の変異などについて調査しています。対
象となる病原細菌は、腸管出血性大腸菌、サルモネラ属菌、カンピロバク
ター、レジオネラ属菌、結核菌、薬剤耐性菌や寄生虫などです。

腸管出血性大腸菌の電子顕微鏡写真
（10μm＝1/100mm）

50μm

化学部　化学物質による健康被害の発生予防や拡大防止に役立っています

　化学部では、生活環境の安全性を確認するため、有害となる化学物質の検査や調査・研究を行っています。

食品、飲料水などの検査
・「富山県食品衛生監視指導計画」に基づき、県内に流通している食品
や農産物について、残留農薬、成分規格、食品添加物等の検査を行っ
ています。また、食物アレルギーの原因物質の確認検査を行ってい
ます。

・自然毒（フグ毒、貝毒等）や化学物質（農薬、ヒスタミン等）によ
るとみられる食中毒が発生した場合、原因物質究明の検査を行って
います。

・「富山県水道水質管理計画」に基づき、水道水源の水質監視のため
の検査を行っています。また、県内で飲用されている「とやまの名水」
やゴルフ場周辺の飲用井戸の水質調査を行っています。

・温泉成分の分析および県内の温泉資源保護のための調査を行っています。
・衣料品や住宅用洗浄剤などの家庭用品中の有害物質の検査を行っています。

検査法の開発、改良などの研究
・よりよい検査法を確立するため、現在使用している検査法の改良や新たな検査方法の開発を行っています。
・検査の信頼性を確保するため、食品、飲料水検査方法の性能評価を行っています。
・化学物質や病原性微生物を現場で測定可能とするポータブル型分析装置の開発を行っています。

農薬等の分析に用いる GC ／ MS
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昭和44年 4月 病理生化学部、微生物部、食品科学部、公害調査部、庶務課の4部1課制となる

昭和46年 4月 公害調査部が公害センター（現 環境科学センター）に移管され、病理部（がん研究部）、

  ウイルス部、細菌部、化学部、環境保健部、庶務課（現 総務課）の5部1課制となる

昭和57年 6月 射水郡小杉町中太閤山（現 射水市中太閤山）に移転

平成12年 7月 富山県感染症情報センターを開設

令和 2 年 4月 がん研究部と環境保健部を統合し、研究企画部を設置

富山県衛生研究所

小杉インターチェンジから 車で 約10分
富山西インターチェンジから 車で 約15分
富山空港から 車で 約30分

富山県衛生研究所

健康とくらしの安全を科学する。

T O Y A M A  I N S T I T U T E  O F  H E A L T H

沿　  革

2020.6

細菌部　細菌等による感染症・食中毒から県民を守ります

　細菌部では、感染症・食中毒の原因となる病原細菌を対象に、人の検体、食品、飲料水、環境水等の検
査や調査・研究を行っています。食中毒が発生した場合には、感染源、感染経路など原因究明のための検
査をしています。

　
感染症や食中毒の原因究明のための検査
　感染症や食中毒が発生した際に、患者の便や喀痰、感染源が疑われる食品、水、環境などから分離される菌につい
て、遺伝子検査等により関連性を調べます。

食品、飲料水等の細菌検査
　食品、飲料水などの細菌検査を行い、食品衛生法や水道法の基準を満
たしているかを調べています。また、食品などについて依頼や苦情が
あった場合も、関係機関と連携して検査しています。

病原細菌に関する調査研究
　感染症の発生予測や発生予防に役立てるため、人、食品、環境中の病原
細菌の分布状況、病原性や抗原性の変異などについて調査しています。対
象となる病原細菌は、腸管出血性大腸菌、サルモネラ属菌、カンピロバク
ター、レジオネラ属菌、結核菌、薬剤耐性菌や寄生虫などです。

腸管出血性大腸菌の電子顕微鏡写真
（10μm＝1/100mm）

50μm

化学部　化学物質による健康被害の発生予防や拡大防止に役立っています

　化学部では、生活環境の安全性を確認するため、有害となる化学物質の検査や調査・研究を行っています。

食品、飲料水などの検査
・「富山県食品衛生監視指導計画」に基づき、県内に流通している食品
や農産物について、残留農薬、成分規格、食品添加物等の検査を行っ
ています。また、食物アレルギーの原因物質の確認検査を行ってい
ます。

・自然毒（フグ毒、貝毒等）や化学物質（農薬、ヒスタミン等）によ
るとみられる食中毒が発生した場合、原因物質究明の検査を行って
います。

・「富山県水道水質管理計画」に基づき、水道水源の水質監視のため
の検査を行っています。また、県内で飲用されている「とやまの名水」
やゴルフ場周辺の飲用井戸の水質調査を行っています。

・温泉成分の分析および県内の温泉資源保護のための調査を行っています。
・衣料品や住宅用洗浄剤などの家庭用品中の有害物質の検査を行っています。

検査法の開発、改良などの研究
・よりよい検査法を確立するため、現在使用している検査法の改良や新たな検査方法の開発を行っています。
・検査の信頼性を確保するため、食品、飲料水検査方法の性能評価を行っています。
・化学物質や病原性微生物を現場で測定可能とするポータブル型分析装置の開発を行っています。

農薬等の分析に用いる GC ／ MS


